(介護予防)訪問看護　重要事項説明書
〈　令和　8年　２月　26　日現在　〉
1．訪問看護ステーションの指定番号およびサービス提供地域
	事業者名
	合同会社にこ

	所在地
	静岡県静岡市清水区相生町6-17-601

	事業所番号
	2264291119

	サービス提供する地域
	静岡市全般




２．事業所の職員体制
	職員
	資格
	業務
	常勤
	非常勤
	兼務
	計

	管理者
	看護師
	総括・訪問看護
	
	
	１名
	１名

	訪問看護師
	看護師
	訪問看護
	2名
	２名
	
	4名




３．営業日時
	月曜日～金曜日
	午前8時45分～午後5時15分

	土・日・祝祭日・年末年始
	ご相談ください


　　　　　　　　　　　　　　　　＊緊急連絡先　（別紙をご覧ください）

４．サービスの利用開始
　お申し込みいただき、医師からの訪問看護指示書を受け取った後に、当事業所の職員が伺います。その際、契約を締結し、サービスの提供を開始します。
医師から訪問看護指示書発行には診療報酬の訪問看護指示料（300点）が発生しますのでご了承ください。（かかりつけの医療機関への支払いとなります）

5．訪問看護の内容
　　（１）病状の観察・心身の観察のケア
　　（２）日常生活の援助と指導（食事指導・排泄援助・身体の清潔保持・床ずれ予防）
　　（３）医師の指示による医療処置
　　（４）リハビリテーション
　　（５）介護者、家族の健康・療養・介護についての相談
　　（６）各種在宅サービスに関する相談と情報提供
　　（７）ターミナルケア（終末期のケア）
